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第1章 通信行政の新展開

一高度情報社会 を 目指 して一

社会 の情報に対す るニーズの高 ま りを受け,今 日,我 が国の通信は,

その役 割をよ り高い次元 で果たす ことが求め られてい る。

こ うした社会 の要請に こた え,高 度情報社会を速やかに実 現 す る た

め,通 信行政は新たな展開を求め られている。

本章では,今 後 の我が国電気通信の基本的枠組み とな る電気通信事業

法 の制定をは じめ,通 信 高度化へ の要請に こた えるための各種 施策につ

いて概 観する こととす る。

第1節 新 しい電気通信秩序の形成

昭和60年4月1日,電 気 通信事業法,日 本電信電話株 式会社法等が施

行 された ことに伴 い,我 が国の電気通信分野は,明 治以来百年有余にわ

た る一元的独 占体制 の歴史を脱 し,民 間 の活力を導入 した 自由競争 の時

代に移行 した。

今 日,我 が国は,情 報化 の著 しい進 展の中で,高 度情報社会へ向けて

時代の転換期を迎え ようとしてお り,電 気通信はその早期実現に先導 的

役割を果たす ことが期待 されてい る。新 しい電気通信秩序 の形成は,こ

の よ うな期待に こたえ るた めのものである。

また,こ れ を,国 民 ・利用者 の立場 か らみれば,新 制度下 に お い て

は,電 気 通信事業者やサ ービスを 自由に選ぶ ことが可能 となった ことを
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意味 してお り,い わ ば通信選択 の時代が始 まった といえ よ う。 今後 は・

国民 ・利用者 自らが電気通信を主体的に使 い こなす ことが必要であ り,

電気 通信 に対 する選択 の目を養 うことが重要であ る。

1電 気通信分野への競争原理の導入

(1)背 景

明治2年 に電信 が,ま た,同23年 に電話が創業 されて以来,我 が国の

電気通信は,主 として国又は国に準ず る機関 に よ り一元的に運 営 されて

きた。

電気 通信分野は,従 来,自 然 独 占性や技術統一性が強 く働 く分 野 とさ

れ,こ れ らが上記 のよ うな運 営体 制の根拠 とな っていた。 し か し な が

ら,近 年,光 ファイバ ケーブルや通信衛星等 の新 しい伝送路 の出現や,

規格 の違 う複数 のネ ッ トワークの併存 を可能 とす るイ ンタ フェース技術

の進展 によ り,こ うした特質が弱まって きた。

また,こ の よ うな変化 に加 え,新 しい電気 通信 メデ ィアが次 々 と実用

化 され るとと もに,利 用者 ニーズ も高度化 ・多様化 してお り,こ れ らに

きめ細か く対応 してい くことは,単 一の事業体 では次第に 困難にな って

きた。

電気 通信 をめ ぐる この よ うな時代の変化 の中で,56年8月 に電気通信

政 策懇 談会,57年7月 に第二次臨時行政 調査会か ら,ま た,59年1月 に

は電気通信審議会か ら,電 気通信事業 の活性化 と多様な ニーズに こたえ

るためには同分野 に競争 原理を導 入す ることが必要であ るとの趣 旨の意

見 ・答 申が なされた。

一方 ,電 気通信に関す る世界的 な動 向をみた場 合 も,米 国では59年1

月にア メ リカ電話電信会社を分 割 した ほか,IBMに 通信事業 への進 出

を認 め,英 国において も59年8月 に英国電気通信公社 を民 営 化 し て い
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る。

(2)電 気通信自由化の構造

新 しい電気通信秩序の骨格となる電気通信事業法(以 下 「事業法」と

い う。)では,新 たな者が電気通信事業者 として電気通信分野に参入でき

ることとするなど各種の自由化措置を講 じている。

電気通信事業者の区分については,今 後の電気通信の高度化に柔軟に

対応できるよう設備の設置の有無に着 目し,自 ら電気通信回線設備を設

置 して電気通信事業を営む第一種電気通信事業者と,第 一種電気通信事

業者から電気通信回線設備を借 りて電気通信事業を営む第二種電気通信

事業者 とに分けている。

また,こ れまでの公衆電気通信法では,公 衆電気通信サー ビス の 種

類,料 金,そ の他提供条件等業務の細部に至 るまで法律等で規律してい

た。これに対 し,事 業法では,電 気通信サービスの種類については郵政

省令でその大枠についてのみ示 している。料金その他提供条件について

は事業者の定める契約約款で示す こととし,第 一種電気通信事業者の契

約約款については郵政大臣がこれを認可することとしている。

第1-1-1表 電気通信事業の区分 とその枠組み

区 別

第一種電気通信事業

箋調難謬

競争が導入
された業務
分野

参入方法

籍 舞 信 許可

全電気通信
業務分野 登録

豪雛 護強霧鱒信 届出

料 金

認可

届出

通信の秘
密の保護

○

○

○

利用の公
平

○

○

○

重要通信確保

○

○

○

設備の安全性
・信

頼性確保義務

○

○

(注)1.(⊃ は必要 項 目を,一 は非適用項 目を示す。

2,全 電気通信業務分野 の うち,電 報業務 は 日本電信電話株 式会社 と国際電信電

話株式会社のみが行 うこととされている。
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事業法 の概要は,第1-1-1表 のとお りであ る。

以下,こ の表に沿 って概説す る。

ア.自 由化 の構造

事業法 では,電 話,専 用,デ ータ通信等 の電気通信サ ー ビスにつ いて

競争原理が導入 された。 また,競 争 原理 は,国 内通信,国 際通信 の別,

あるいは基幹的回線分野,市 内回線分野の別 を問わず,導 入 され る こと

とな った。

さらに,電 話機や テ レックス装置等 の端末設備の うち,こ れ まで,い

わゆ る1台 目の端末については,日 本電信電話公社(以 下 「電電公社」

とい う。)等の提供す る ものの使用 が義務付け られていたが,こ の制限が

撤廃 された。 このこ とに よ り,利 用者は,一 定の技術基準に適合す るも

のであれば,端 末設備を 自由に選 んで設置す ることが可能 とな った。
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イ.電 気 通信事業への参入

事業法では,電 気通信事業への参入に当た っては,設 備 の設置の有無

及 び公共性の強 さに応 じて,許 可,登 録,届 出 と三段階 の差異を設けて

いる。 このよ うに,参 入に当た って一定 の差異を設ける ことは,利 用 者

が安全 で秩序ある良質 なサー ビスの提供を受け るための担保的な措置で

あ る。

(許可制の第一種電気通信事 業)

第一種電気通信事業 は,電 気通信 サ ービスを提供す るた めの基盤 とな

る電気 通信回線設備を 自ら設置 し,運 用す る基幹的な電気通信事業であ

り,公 共性が高い ことな どか ら,許 可制 としてい る。

また,第 一種電気通信事業は,装 置産業 としての性格 とともに,そ の

業務区域 においては ニーズに応 じサ ービス提供を行わなけれ ぽな らない

とい う特徴 を もってい る。

この よ うな,公 益的性格が強 い とい う特徴 か ら,電 気通信設 備の健全

な維持運営を図 り,良 質で安定的なサ ー ビスの提供を確保す る必要があ

るため,事 業法 においては,許 可 の欠格事由を規定す るとともに,そ の

事業 の提供に係 る電気通信サ ービスがその業 務区域 におけ る需要に照 ら

し適切な ものである こと,そ の業務区域等について電気通信回線設備が

著 しく過剰 とな らない こと,事 業を適確に遂行す るに足 りる経理的基礎

及 び技術的能力があることな どの許可 の基準を定めている。

(登録又は届出制 の第二種電気通信事業)

第二種電気通信事業は,自 らは通信 ケ ーブルやマ イクロ無線,通 信衛

星等の電気通信回線設備を設置せず,こ れ らの回線設備を第一種電気通

信事業 者か ら借 り受けてサ ービスを行 う事業 である。

第二種電気通信事業には,特 別第二種電気 通信事業 と一般第二種電気

通信事業 とがある。
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特別第二種電気通信事業は,本 邦外の場所 との間の通信を行 うものの

ほか,不 特定かつ多数の利用者を対象に,政 令で定める基準を超える規

模の設備によりサービスを提供するもので,シ ステムダウソ等による通

信の途絶がもた らす社会的,経 済的影響が大 きいことから,事 業の開始

を登録制 としている。

これに対 し,一 般第二種電気通信事業は,企 業グループ等の特定され

た者の通信需要に応 じたサービスを提供するもので,そ の影響が及ぶ範

囲 も前者に比べて狭いことから,こ うした相違に応じ,事 業の開始を届

出制としている。

ウ.電 気通信料金

第一・種電気通信事業者の提供する通信サービスの料金は,国 民の日常

生活に密着 した公共料金 としての性格を有することから,事 業者の契約

約款で定め,こ れを郵政大臣が認可することとしている。

競争原理を導入した後の電気通信料金は,利 用者の最大関心事の一つ

となっている。このため,郵 政省では,料 金認可を行お うとす る際に電

気通信料金が適正なものとなるよう十分審査するとともに,電 気通信に

関する学識経験者等により構成される電気通信審議会に諮問することと

している。

なお,特 別第二種電気通信事業者の料金は,そ の他の提供条件ととも

に届け出るだけでよく,一 般第二種電気通信事業者にあっては,届 出も

不要である。

エ.そ の他の公共性確保措置

(通信の秘密の保護)

通信は,人 間が社会生活を営む上で不可欠な ものであ り,安 心 して情

報を託 し,自 由に通信ができるようにするためには,通 信の秘密を確保

することが必要である。このような趣旨か ら,通 信に対する検閲及び通
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信の秘密を侵すことを禁止するとともに,電 気通信事業に従事する者に

守秘義務を課 している。

(利用の公平)

電気通信事業者に対 し,電 気通信サービスの提供について不当な差別

的取扱いを禁止 している。

(重要通信の確保)

通信は,経 済社会活動の存立基盤を支える中枢神経的機能を担 うとと

もに,警 察,防 災等国の基本的な機能維持にかかわ るものである。この

ため,電 気通信事業者に対 し,天 災,事 変その他非常事態が発生 した り

発生するおそれがある場合は,こ れに関連する事項を内容 とす る通 信

(重要通信)を 優先的に取 り扱 うことを義務付けている。

(設備の安全性 ・信頼性の確保)

以上のほか,電 気通信設備の事故等によるサービスの中断,障 害の発

生は利用者に不測の損害を与えることとなるので,特 に影響の大 きい第

一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者については,設 備の

安全性 ・信頼性の確保をi義務付けている。

(3)有 効かつ公正な競争条件の確保

電気通信分野の効率化,活 性化を達成するためには,既 存事業者と新

規参入事業者との間に有効かつ公正な競争条件を確保することが必要で

ある。このため,事 業法では各種の措置がなされている。

(会計の整理)

第一種電気通信事業者の提供する電気通信サービスに関する料金が適

正に算定され得るよう,郵 政省令で定める勘定科目による分類その他会

計に関する手続に従 って会計を整理するよう義務付 け て お り,そ の中

で,競 争制限的な内部相互補助を防止する措置を講じている。

(相互接続の確保)
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新規参入の第一種電気通信事業者のネットワークは,既 存の第一種電

気通信事業者のネットワークに接続することによ り一層効用を増 し,公

共の利益の増進につながる。 このため,第 一種電気通信事業者間で回線

を相互に接続する場合は,適 正な条件の下でこれが行えるよう接続に当

たっての協定を認可事項としている。

また,協 定締結に当た り,接 続料金等について双方の協議が調わない

場合等で,当 事者から申立てがあった場合は,郵 政大臣は接続命令を発

す ることができることとしている。

(行政的機能の分離)

電話機やテレックス装置等の端末機器の技術基準適合認定,端 末機器

の工事担任者試験,端 末設備接続の技術基準の制定等は,こ れまで,電

電公社等の業務の一環 として行われてきたが,電 気通信分野に競争原理

が導入された ことに伴い,こ れらの行政的機能は郵政大臣が行 うことと

なった。

このうち,前 二者については,行 政事務の簡素合理化及び民間能力の

活用の観点から,そ れぞれ指定認定機関及び指定試験機関に行わせるこ

ととしている。

(土地等の使用特権)

従来,電 電公社は,自 らの事業に必要な線路及び空中線並びにこれ ら

の附属施設を設置するため,土 地等の使用特権を認められていたが,こ

れを第一種電気通信事業者すべてに認めることとしている。

2日 本電信電話株式会社の発足

(1)日 本電信電話株式会社の概要

日本電信電話株式会社(以 下rNTT」 という。)は,国 内における電

気通信事業の経営を目的とする特殊会社である。
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今回の電気通信制度改革においては,従 来の電電公社(及 び国際電信

電話株 式会社(以 下 「KDD」 とい う。))に よる電気通信事業の一元的

運営体制を脱 して広 く民間企業等の参入を認めることとしたのに伴い,

公共企業体である電電公社を基本的に株式会社の性格を有する特殊会社

に改組 し,そ の経営 の一層 の効率化,活 性化を図る こととした ものであ

る(第1-1-2表 参 照)。

NTTに 対する政府の関与は,会 社が経営の自主性を確立 し,自 らの

創意工夫を発揮 した事業運営を図 り得るよう,必 要最小限のものとして

いる。具体的には,政 府の認可は毎事業年度の事業計画,役 員の選任及

第1-1-2表 電電公社 とNTTの 比較

区 別 電 電 公 社 NTT 備 考

主たる事
業内容

経営形態

資本金 ・出資形態

予算,事
業計画等

公衆電気通信業務
(法定)

公共企業体

資本金188億 円
政府 出資

予算(収 支計画)の 国会
議決,事 業計画及び資金
計画は予算の添付資料

国内電気通信事業
(認可)

株式会社

資本 金7,800億 円
政府及 び民間出資

事業計画の認可

NTTに つ いては,公 共性保

持の観点 か ら,全 国におけ る電
話サ ービスの供給,電 気通信技
術に関す る実用化研究及 び基礎
的研究 が義務付け られてい る。

NTTは,特 別法 に基づ く特

殊 会社

NTTの 株式 は,当 面全額政

府 保有,後 に3分 の2ま で逐次
売却。外 国人及 び外国法人はN
TT株 式 を保有 できない。

料 金1 法定(一 部認可) 認 可

投 資

役 員

認 可

総裁 ・副総裁…内閣任命

(経営委員会 の同意)
理事 総裁任命
監事……経 営委員会任命

特段の制約 はない

代表取締役…取締役会選任

取締役・監査役…株主
総会選任

電電公社の投資範囲について
は,公 衆電気通信業務の受託を
行う業務及び公衆電気通信業務
の運営に密接に関連する事業に
限定されていた。

NTTの 取締 役 ・監査役 の選

任及び解 任の決議 は,認 可を受
けなければ効力を生 じない。
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び解任,新 株 式の発行等基本的事項 に限定 した もの となっている。

なお,労 働関係法制 については,株 式会社にな った ことか ら,公 共企

業体等労働関係法 の適用を外 された。

(巨大企業の発足)

60年4月 に民間企業 とな ったNTTは,59年 度末現在の総資産10兆8

千億 円,社 員31万 人,ま た,60年 度 の事業計画におけ る収益5兆 円 と我

が国で も有数 の巨大企業 として発足 した。

(2)NTTの 事業範囲

電電公社においては,そ の業務 ・投資範 囲は,公 共的使命 の遂行 が設

立 の 目的である公社 として の性格か ら,一 定 の範囲に制 限がなされ てい

た ところであるが,N↑Tに おいては,会 社 の経営上必要 とされ る幅広

い事業活動を営む ことが認め られてお り,以 下の よ うな新規業務 の提供

あ るいは子会社 の設立が行われてい る。

NTTの 新規業務 の うち,国 内電気通信事業に附帯す る業務 として端

末機 器の売渡 し等が実施 されてお り,ま た,目 的達成業務 として電 話部

門 の余剰人員 の活用 を図 るとい う観点か ら,テ レホ ン ・オペ レータに よ

る各種利用 案内,伝 言取次 ぎサ ー ビスが実施 されてい る。

また,子 会社 につ いては,NTTの 有す る資本力 ・技術 力 ・人材を利

活用す るとい う観点等か ら,リ ース,コ ンサルテ ィング,ソ フ トウ ェア

開発等をそれ ぞれ主た る 目的 とす る会社が設立 されてい る。

(3)NTTの 責務

NTTは,電 電公社が これ まで培 った設備,技 術力,全 国 ネ ッ トワー

ク,経 営 ノウハ ウ等をその まま引 き継 ぐ事業体 である ことか ら,他 の新

規参入事業者 にはない公共的使命,役 割 が負託 されて いる。

(適正かつ効率的 な経営),

公共企業体 か ら離れ,民 間企業 と して新規参入事業者をは じめ他 の事
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業体 と競争を展開 してい く中にあ っては,電 気通信市場 の公正な競争 の

維持 とともに,コ ス ト意識 の徹底 と収益性 を志 向 した,適 正かつ効率的

な事業 の経営に努め る必要があ る。

(電話サ ー ビスの 日本全国におけ る安定的な供給)

電話は,国 民生活に不可欠な通信 メデ ィアであ ることか ら,全 国 ネ ッ

トワークの維持 ・運 用を通 じて,適 切 な条件 で公平に,全 国あまね く安

定的にサ ービスを供給す る必要があ る。

(電気通信技術に関す る研究及びその成果 の普及)

電気通信分野は,技 術先導性が高 く,基 礎的先端技術 の開発等,研 究

開発の ウェイ トが高い分野であ り,今 後 とも強力かつ効率的に研究開発

を進 める必要がある。

これ まで,こ の分野 で リーダー的立場を維持 して きた電電公社の役割

にかんがみ,長 期的視点に立 った電気通信技術 の実用化研究及び基礎 的

研究 の推i進に努める とともに,そ の研究成果 を 自社 内に とどめ ることな

く,我 が国の電気通信技 術の向上 ・発展のため普及 させ ることが必要 で

ある。

3第 一種電気通信事業への参入の動向

(1)第 一種電気通信事業への進出

郵政大臣は,60年6月21日,第 二電電株式会社,日 本テ レコム株式会

社,日 本高速通信株式会社,日 本通信衛星株式会社及び宇宙通信株式会

社の5社 に対 し,事 業法施行後初の第一種電気通信事業の 許 可 を 行っ

た。

これは,各 社から提出されていた第一種電気通信事業許可申請書にっ

いて,事 業法に定められた手続に従 って審査 した後,電 気通信審議会に

諮問し,そ の答申を受けて郵政大臣が許可を行ったものである。
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電気通信事業分野 に新規参入を果たす ことは,我 が国にお いては未踏

の分野への進 出であ り,大 きな意義 を有 して いる。第一種電気通信事業

者には,こ れを単な る ビジネスチ ャソスに終わ らせず,高 度情報社会へ

の転 換 とい う時代 の変革を担 う電気通信事業者 としての自覚 と事業の健

全な発展が望 まれ る。

(2)予 想 され る事業展開

第 一種電気通信事業の許可を受けた5社 の概要は,第1-1-3表 の

とお りである。

(地上系3社 は61年 秋か らサ ー ビス開始)

地上 に電気通信設備を設置 してサー ビスの提供 を計画 してい るのは・

第二電電(株),日 本 テ レコム(株)及 び 日本高速通信(株)の3社 で ある。

第二電電(株)は,東 京一名古屋一大阪間を幹線 としてマイ クロ無線局

11局 を建設 し,61年12月 か ら専用 サ ービス,62年10月 か ら電話サ ー ビス

を開始 す る計 画であ る。 日本テ レコム(株)は,第1期 として東海道新幹

線 沿いに,ま た,第2期 と して山陽,東 北,上 越新幹線沿 いに光 ファイ

バ ケーブルを敷設 し,61年10月 か ら専用 サー ビス,62年10月 か ら電話サ

第1-1-3表 新規参入第一種電気通信事業者 の概 要

(60年8月 末現在)

ば
資 本 金

役務の種類及び
事業開始予定時
期

業 務 区 域

電気通信設備

第二電電(株)
日本 テ レ コム

(株)

日本高速通信
(株) 騰 通舖 星宇醐 信㈱

80億 円 go億 円 83億 円 ・・25億 円11億 円

専用61年12月

電話62年10月

専用61年10月

電話62年10月

東京都,愛 知 東海道,山 陽,
県,大 阪府及 東北,上 越新びそ

の周辺府 幹線各沿線地

県 域

マイクロ無線光 フ ァイ バ ケ
ー ブル

専用61年 工1月

電話62年9月

東名,名 神高
速道路各沿線
地域

光 フ ァイ バ ケ
ー ブル

専用63年2月

全 国

通信衛星追跡管制局

専用63年4月

全 国

通信衛星
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一ビスを開始す る計 画であ る。 日本高速通信(株)は,東 名,名 神高速道

路沿 いに光 フ ァイバ ケープルを敷設 し,61年11月 か ら専用サ ー ビス,62

年9月 か ら電話サ ー ビスを開始す る計画 であ る。

(衛星系2社 は63年 春か らサ ー ビス開始)

一方 ,通 信衛星を用いて,サ ー ビスの提供を計画 し て い る2社 の う

ち,日 本通信衛星(株)は,米 国 ヒューズ ・エアクラフ ト社製 の衛星2基

を購入 して打ち上げ,63年2月 か ら専用サ ービスを開始す る 計 画 で あ

る。なお,通 信衛星等購入の契約は,60年6月 に結ばれてお り,Kuバ

ン ドを使用す ることとな っている。

宇宙通信(株)で は,米 国 フォー ド・エア ロスペ ース社製の衛 星2基 を

購入 して打ち上げ,63年4月 か ら専用サ ー ビスを開始す る計画である。

なお,同 社の衛星はKa,Ku両 バ ン ドを使用す るこ ととな っている。

4第 二種電気通信事業の展開

(1)第 二種 電気通信事業の動 向

第二種電気通信事業は,第 一種 電気通信事 業者か ら電気通信回線設 備

の提供 を受け,独 自のネ ッ トワークを形成 し,利 用 者に電話,フ ァクシ

ミリ,デ ータ伝送,通 信処理,デ ータ処理等のサ ービスを提供す るもの

であ る。

事業 の開始は,登 録又は届出で済む ことか ら,最 も参入 しやす い分野

であ る上 に,外 資規制 もな く,内 外無差別 の競争下 に置かれてい る。 し

たが って,規 模の大小や 日本企業,外 資系企業 のいかんを問わず,電 気

通信事業者が最 も創意 と工夫 を生かせ る分野 であ り,多 様 な通信需要に

こたえ る多彩 なサー ビスの展開が期待 される。

(8社 が登録 した特別第二種電気通信事業)

特別第二種 電気通信事業は,不 特定かつ多数 の企業等を対象 とし,設
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備 の規模が政令で定め る一定の規模を超 える ものであ る。 さらに,専 用

回線を用 いて外国 との間の国際通信サー ビスを提供す るもの も特別第二

種電気通信事業 とされ る。

60年8月 末現在,8社 が第二種 電気通信事業者 としての登録を済 ませ

てい る。 内訳をみ ると,こ れ までに も主 として情報 処理サ ー ビスを行 っ

て いた ものが2社,通 信機器等 の メーカ及びそ の関連会社が4社,第 二

種電気通信事業を行 うために新 たに設立 された も の が2社 と な ってい

る。 これ らの8事 業者は,い ずれ も全 国規模 でデータ伝送サ ー ビスを行

うものであ るが,事 業者 に よっては,こ のほかに音声伝送 サ ー ビス,画

像伝送サ ー ビス,外 国 との問のデ ータ伝送サ ー ビスを提供す る もの もあ

る。

(148社 が届 出を した一般第二種電気通信事業)

一般 第二種 電気通信事業は,特 別第二種電気通信事業以外 の第二種電

気通 信事業 である。

60年8月 末現在,148社 が一般第二種電気通信事業者 としての届 出を

済 ませている(公 衆 電気通信法下 でいわ ゆる中小企業VANの 届 出を し

てお り,事 業法施行 の 日に一般第二種電気通信事業者 の届 出を した とみ

なされた85社 を含む 。)(第1-1-4図 参照)。

これ らの事業者は,北 海道か ら沖縄 まで全 国各地 に存在 しているが,

そ の うちの約9割 がデータ伝送 サ ービスを提供 してお り,音 声伝送,画

像伝送又は複合 サー ビスを提供す る こととしている事業者 もそれ ぞれ数

社 ある(第1-1-5表 参照)。

(2)多 彩 な事業展開

電 気通信 ネ ッ トワークを通 じて,情 報 を 自由にかつ効率的に伝送,交

換,処 理す るサ ー ビスを提供す る第二種電気通信事業は,情 報 化 の進 展

とともにその市場 性が有望視 されている。 この電気通信サ ー ビス の利用
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一般第二種電気通信事業の届出状況(累 計)

150

140

130

届

出120

数

110

100

0
60年4 5 6 7 8

月末

分野は,運 輸,流 通等の分野のほか,最 近では,原 材料の仕入れ,加

工,組 立,運 搬等の過程に発生する情報交換の効率化を目指 した製造業

等あらゆる分野に広がっている。
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第1-1-5表 辱 般二種電気通信事業者の本社所在地別分布

(60年8月 末現在)

区

別

社
数

北海

道

4

東

北

関貧

東喜

・1 78
(69)

信

越

7

東

海

12

北

陸

4

近

畿

17

中

国

7

四

国

4

九

州

7

沖

縄

2

合

計

148

運輸分野では,宅 配貨物 の輸送 ・配送情報,問 い合わせ情報等 の伝送,

交換 を行 うものが多 くなってい る。

流通分野では,製 造業,卸 売業 及び小売業を ネ ッ トワーク化 し,商 品

の販売在庫管理や 受発注 データの交換を行 うシステ ムの導入が進 んでい

る。 また,多 品種少量生産の傾 向の進 展に対応 して,消 費者 の商 品選択

情報 を迅速かつ 的確に把握す る いわゆるrPOSシ ステム」(販 売 時点

情報管理 システ ム)の 導入が進 め られている。

このほかエ レク トロニ ック ・バ ソキ ング化 の進展に対応 して,POS

システムに代金 決済機能 を付加 したいわゆる 「Bank-POS」 も現わ れて

きている。

さ らに,こ れ ら種 々の分野の多様 なネ ッ トワークを横断的 に接続 す る

汎 用的ネ ッ トワークの構築について も現在検討が進 め られ てい る。

5自 営電気通信

(1)自 営電気通信の概要

自営電気通信は,利 用者自身が自らの電気通信のために使用性のよい

システムを構築 して行 ういわば自家用の通信であるため,電 気通信事業

者のサービスでは満たされない通信需要を満たす ものとして普及 ・発展

を遂げて きた。
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(2)事 業法等の施行 に伴 う自由化の拡大

事業法下では,郵 政 省令 で定め る技 術基準 に適合す るな ど一定 の条件

を備 える電気通信設 備であれぽ,第 一種 電気通信事業者の所有す る電気

通信回線設備に接続す るこ とが可能である。

60年4月1日,事 業法 の施行 とともに,電 波法,有 線電気通信法 の一

部 も改正 ・施行 された ことに よ り,自 営電気通信設備につ いて も大幅に

自由化が図 られた。

自営電気通信設備 は,自 営無線通信設備及び 自営 有線電気通信設備に

区分す ることが可能 であるが,自 営無線通信設備につ いては,① これ ま

で,自 営電気通信のために無線 局を開設で きるのは電電公社 の回線が利

用で きない場合等に限 られていたが,こ れを緩和す る,② 無線局開設者

以外は無線設備 の使用を禁 じられていたが,今 後は一定の範囲で 自由化

す る,の 措置 が とられた。

自営有線電気通信設備は,こ れ まで,自 ら設置 した設備を他人の設 置

した設 備 と接続 して使用 した り,他 人に使用 させた りす ることは原則 と

して禁止 されていたが,こ の規制が撤廃 された。

これ らの変更に よ り,自 営電気通信設備 の設置が容易にな る と と も

に,利 便性が 向上 し,柔 軟な運 用が行 えるよ うにな った。

また,従 来,特 定 通信 回線を介 して公衆通信回線を相互に接続す る,

いわゆ る公一特一公接続や,コ ンピュータの本体において メッセ ・一ジ交

換 を行 う場 合等に一定 の制限があ った。事業法では,こ れ らの法律上 の

制限が原則 と して廃止 されたため,デ ータ通信 システ ム等 の設計に 当た

り自由度が増大 した。

(3)発 展が予想 され る自営電気通信

従来,電 気通信の利用 に当た っては,一 部を除 き,公 衆 電気通信を利

用す るか又は端末か ら端末 まで 自営電 気通信 を利用す るかの二者択一 で
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あ り,結 果的に 自営電気通信の利用は,自 ら大規模 な電気通信回線設備

を設置す る能力を有す る 日本国有鉄道,電 力会社等 の大企業等に限 られ

ていた。 しか しなが ら,新 体制に移行 した ことに よ り,一 部は電気通信

事業者 の電気通信設備 を利用 し,一 部は 自営電気通信設備を利用す るこ

とが可能 とな り,通 信 ネ ッ トワ_ク 形成 上の柔軟性が増大 した。 このた

め,従 来,自 営電気通信設備を利用で きなかった者 も,電 気通信事業者

の通信 ネ ッ トワークと自らの電気通信設備を組 み合わせて・ 自らの 二一

ズに合 った独 自のネ ッ トワークを形成す ることができるよ うにな った。

高度情報化 の進展につれ,利 用者 のニーズは ます ます高度化,個 別化

が進 む とみ られ,電 気通信利用 の先端分野において,自 営電気通信が通

信全体を リー ドす ることも予 想 され よ う。
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第2節 通信高度化への環境整備

高度情報社会を早期に実現するためには,電 気通信事業分野への競争

原理の導入とともに,電 気通信事業の育成振興をはじめとする各種の環

箋整備を図っていく必要がある。

1予 算 ・財政投融資

(1)予 算

高度情報社会形成 の中核的役割を担 う電気通信事業は,新 しい電気通

信秩序 の下で,現 在新たな発展期 を迎 え,極 めて高 い発展 の可能性 と同

時 に,需 要動向や技術動 向をは じめ とす る様 々の流動的要素を有 してい

る。

そ のため,国 としては,民 間の活力が最 もよく発揮 され,自 由で公 正

な競争が全体 として の調和を保 ちつつ展開 され るよ う,通 信高度化への

展望を先行的に調査研究 し,そ の結果を事業者 の依 るべ き指針 と して明

らかにす ることが必要 とな る。

こ うした観点か ら,60年 度 におけ る電気通信関連予算は,ニ ューメデ

ィア ・先端技術 の開発 ・振 興を中心に,宇 宙通信政策 の推進,放 送行政

の推進,電 波資源 の開発 と利用秩序の維持,国 際協 力の推進 を重要施策

事項 としている。

(ニ ューメデ ィア ・先端技術 の開発 ・振 興)

ニ ューメデ ィア ・先端技術の開発 ・振興に関 しては,① 地域における

情報通信の高度化 の促進,② 二記 一メデ ィア技術 の開発調査,③ デ ータ

通信の高度化 を図るための開発調査,④ 通信行政 に関す る長期的展望策

定 のための調査研究 の各施策について前年度に引き続 いて措置 した。
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また・新たに⑤電気通信事業の振興を図るため,具 体的には,新 規参

入促進のためのネッ トウーク総合化技術,競 争下における電気通信料金

の在 り方及び国際電気通信分野における競争市場育成に関する調査研究

を実施することとしている。

(宇宙通信政策の推進)

宇宙通信政策の推進に関 しては,① 宇宙通信政策推進のための調査研

究,② 航空 ・海上衛星技術の研究開発,③ 衛星用マルチビームアンテナ

の研究開発,④ 宇宙電波による高精度測位技術の研究開発の各施策につ

いて措置 している。

この うち,宇 宙通信政策推進のための調査研究については,具 体的に

は,宇 宙通信の長期 ビジョン,放 送衛星利用の高度化 ・多様化,衛 星利

用パイ戸ット計画及び衛星通信の高度利用システムに関する調査研究を

実施することとしている。

(放送行政の推進)

放送行政の推進に関 しては,① 国際放送の充実,② テレビジ ョン放送

の難視聴対策の推進について前年度に引き続き措置 したほか,新 たに③

二一一メデ ィア時代における放送に関する調査研究を行 うこととしてい

る。本調査研究は,ニ ューメディア時代における放送の役割について長

期展望を行 うとともに,国 民の多様化する要望にこたえ得る放送の在 り

方について検討を行 うものである。

(電波資源の開発と利用秩序の維持)

電波資源の開発と利用秩序の維持に関しては,周 波数資源の開発及び

重要無線通信妨害対策用監視施設の整備強化について措置 した。

(国際協力の推進)

国際協力の推進に関しては,国 際協力体制の整備を図るとともに,開

発途上国に対する経済 ・社会援助協力を推進することとしている。
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具体的には,海 外通信関係技術協力基盤の強化及び開発途上国向け電

気通信技術 システムの調査研究を行 うこととしている。

(2)財 政投融資

(民間投資意欲の適切な誘導)

電気通信関連事業は,一 般にその装置性から多大な先行的設備投資を

要 し,さ らに,そ の技術先端性から事業化に当たって,技 術 リスク,市

場 リスクが大きい。また,そ の公共性か ら安全性 ・信頼性対策にも資金

を要するものである。

このような資金面の課題を有する電気通信関連事業分野において,競

争市場を速やかに実現するとともに,ニ ューメデ ィアの育成振興を図る

ためには,民 間の投資意欲を適切かつ計画的に誘導する施策を国として

も講ずる必要がある。

また,我 が国の国際的地位向上に伴って,そ の地位にふさわ しい国際

的責任の遂行が要請 されてお り,電 気通信分野においても,経 済摩擦問

題をめ ぐる先進諸国 との関係調整が重要性を増している。

そこで,60年 度における電気通信関連財政投融資は,電 気通信基盤整

備,情 報処理 ・通信 システム化促進及び電気通信分野の国際協調の推進

の各事項について措置 している。その総額は日本開発銀行(情 報化促進

枠等),北 海道東北開発公庫,日 本輸出入銀行における予算額3,740億

円の内数 として認められてお り,前 年度に比べ,融 資対象の拡大,融 資

条件の改善が図られている。

なお,こ のほかに,民 間における基盤技術に関する試験研究を促進す

ることを目的とした基盤技術研究促進センターに対する日本開発銀行の

30億 円(産 業技術振興)の 出資が措置 されている。

(電気通信基盤整備の推進)

電気通信基盤整備に関しては,① 第一種電気通信事業用通信システム
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(最優遇特利),② 第二種電気通信事業用 通信 システ ム(オ ンライ ン情報

処理 システムを除 く。),(特 別金利,一 部基準金利),③ 放送型CATV

システム(特 別金利),④ 衛星通信 ・衛星放送施設等整備(最 優遇特利・

一部基準金利)が 融 資対象 とな
っている。

①,② 及び③につ いては,伝 送路設備,交 換設備,中 継設備,電 源設

備のほか,土 地建物等 の取得に係 る資金が融資の対象 とな る。

また,④ につい ては,i)CS-3を 利用 して 衛 星通信 システムを設

定す る者に対 しては,CS-3の 負担金,地 球局設備及び土地建物等 の

取得に係 る資金,ii)通 信 ・放送衛星機構に対 しては,衛 星管制施設 の

整備に係 る資金,iii)衛 星放送 受信 システムの リース事業 を行 う者に対

しては,リ ースに供 され る衛星放送受信 システムの取得に 係る資金 が融

資 の対象 とな る。

(情報処理 ・通信 システム化促進)

情報処理 ・通信 システム化促進に関 しては,① いわゆるVAN及 び情

報処理型CATV(特 別金利,一 部基準金利),② ビデオテ ックス事業 関

連システム(特 別金利),③ 地域振興情報 処理 ・通信 システ ム(特 別金

利)を 構築す る者 が,電 子計算機,周 辺端末機器,通 信制御 装置,建 物

等を取得す る場合,そ の資金が融資の対象 とな る。

(電気通信 分野 の国際協調の推進)

外国通信機 器輸入 の促進を通 じ,我 が国の電気通信の高度化及び電気

通信分野における経済摩擦解消を図るため,通 信機 器に関す る 日本輸 出

入銀行の製品輸入金融 の金利引下 げ措置が とられ,通 信衛星 の輸入に関

し同行の長期低利融資 の適用が決定 された。
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2基 盤技術研究促進センターの設立

(1)電 気通信の発展と技術開発

(電気通信 の発展を支 える研究開発)

電気通信は優れて技術 先導性 が高 く,電 気 通信 の発展は技術の進歩 と

密接不可分の関係にあ る。例 えば,同 軸 ケープルの導入は,伝 送路の大

容量化 とともに漏話 の減少を もた らし,通 話サ ー ビスの品質を飛躍的に

高め,ま た,衛 星通信技 術は,そ れ までになか った国際 テ レビジ ョン伝

送サ ー ビスの提供を実現 し,利 用者 の利便向上 を もた らした。

この よ うに電気通信は,こ れ まで も時代の要請に対 して,積 極的な技

術 の開発 ・導入 を もって こたえて きた ところであるが,実 用に供 され る

新技術 の開発 は,一 朝一夕に成 し遂げ られ るものではな く,そ のほ とん

どは基礎的研 究の積重ねに よる ものである。上記 の例にお いて も,衛 星

通信技術は,新 材料,新 素子の開発 とい った基礎 的研究 の成果をその源

泉 とす る ものである。

今後,競 争体制 の下においては,「 サ ー ビス メニューを豊富にす る」,

「コス トダウンを図る」な どの理 由か ら,こ れ まで以上に 活発な技術開

発 を展開す る必要があ る。 しか しなが ら,我 が国では,こ れ らを支え る

基礎的研究に対す る取組みは必ず しも十分 とは い い 難 い。今後,長 期

的,総 合的視 点に立 ってその推進 を図る必要があ る。

(2)基 盤技術研究円滑化法の概要

基盤技術に関す る試験研究の推進 に当た っては,国 自らが従来に もま

して積極的に取 り組む とともに,民 間におけ る基盤技術に関す る試験研

究を促進す る環境を整備す る必要がある。 こうした見地か ら,基 盤技術

研究円滑化法(以 下 「円滑化法」 とい う。)が,60年6月 に施行 された。

円滑 化法は,民 間におけ る基盤技術(鉱 業,工 業,電 気通信業及 び放
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送業(有 線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技

術のうち通商産業省又は郵政省の所掌に係るものであって,国 民経済及

び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するもの)に 関する試験研究を

円滑化 し,民 間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることを 目的

としてお り,国 有試験研究施設の廉価使用,国 際共同研究に係る国有特

許権等の取扱いの弾力化及び基盤技術研究促進センターの設立を骨子 と

している。

(国有試験研究施設の廉価使用)

基盤技術に関する試験研究に必要な施設の中には,高 価なわ りに使用

頻度が低いので,民 間企業が単独で所有することが困難な ものがある。

このため,国 立試験研究機関の保有する試験研究施設に対する民間の利

用ニーズが高まる傾向にある。

国有試験研究施設については,そ の用途,目 的を妨げない限度におい

て,そ の使用を民間企業に許可することができるが,そ の場合財政法に

よって適正な対価(時 価)を 徴することとされている。

こうしたことから円滑化法は,財 政法の特例 として,民 間における基

盤技術の向上のため特に必要があると認めた ときは,国 有の試験研究施

設の廉価使用を可能 とし,民 間において行われる基盤技術に関する試験

研究を促進することとしている。

なお,電 気通信業等の技術に係る試験研究に関する国有試験研究施設

としては電波研究所の試験研究施設がある。

(国際共同研究に係る国有特許権等の取扱いの弾力化)

国の行 う国際研究協力により生ずる特許権等について,欧 米諸国間で

は,協 力相手国等に対 し相互に実施権を無償又は低廉な対価で許諾 しあ

うのが一般的であるが,我 が国においては無償又は低廉な対価で許諾す

ることが認められてお らず,国 際研究協力に参加するうえで制約要因と
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なっている。

そのため円滑化法は,国 が行 う基盤技術に関する国際研究協力の結果

生じた特許権及び実用新案権について相互に無償又は低廉な価格で許諾

しあ うことを可能 とする規定を設け,国 際研究協力を推進 し,そ の成果

の民間への普及を図ることとしている。

(政府の責務)

このほか,円 滑化法は,政 府に対 して,民 間の基盤技術の向上を図る

ために必要な措置を講ずるよう努めねばならないと定めている。

具体的な措置 としては,国 有の試験研究施設に関する情報を広 く一般

に提供することな どが考えられる。

(3)基 盤技術研究促進センターの概要

円滑化法は,民 間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進

機関として,基 盤技術研究促進センターの設立を規定 している。基盤技

術研究促進センターは,60年10月1日 に設立 され,民 間活力を最大限活

用 して試験研究を促進するとい う趣 旨から,政 府,日 本開発銀行に加え

て民間からの出資を図っている。

事業の概要は以下のとお りである。

ア.出 融資事業

融資事業は,基 盤技術に係る試験研究であって主として応用研究段階

から実施するものを遂行するために必要な資金を融資するものである。

融資条件は,条 件付無利子であ り,研 究開発に成功 した場合は一定の利

子を払 う。

出資事業は,2以 上の企業等が研究開発会社を設立 して共同で行 う基

盤技術に係る試験研究に対 して出資するものである。出資の対象となる

プロジェクトは,基 礎研究又は応用研究段階から実施するもの及び技術

開発要素に富む基盤的 ・先導的なプロジェク トであって,公 共 性 を 有
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し,収 益を発生す るまでの期間が長 い もの(テ レ トピア推進法人 ・ ニユ

ーメア ィア コ ミ"ニ テ ィ推進法 人を含む 。)と している。

なお,60年 度にお いては,産 業投資 特別会計か ら出資事業20億 円・融

資事業20億 円の事業費を予定 してい る。

イ.共 同研 究のあっせん

民間におけ る試験研究を推進 してい く上 で,国 立試験研究所 と民 間企

業等 との共同研究を 円滑に進めてい く役割を果たす機能 を整備 してい く

ことが必要 とされて いる。 このため,政 府 以外 の者に対 し,基 盤技術 に

関す る試験研究を国の試験研究機関 と共 同す ることについてのあ っせん

を行 う。

ウ.民 間か らの委託に よる試験研究

民間におけ る試験研究を推進 してい く上 で,産 学官の研究 ポテ ンシ ャ

ルを結 集す ることが必要 とな ってい る。 このた め,政 府以外の者 の委託

を受けて,基 盤技術 に関す る試験研究を行 う。

エ.外 国人研究者 の招へい

我が国の創造 的技術 開発力 の向上を図 るとともに,経 済大国 としての

国際的責務を果たす ため,創 設 された公益信託制度を利用 した 「国際研

究協力 ジャパ ン トラス ト事業」を活用 し,海 外か ら基盤技術 に関す る研

究者を招へいす る。

オ.基 盤技 術情報 の収集,整 理,提 供

基盤技術の試験研 究を推進す る上で,試 験,測 定等 に よって得 られた

数値デ ータ等の ファク ト情報が必要であ る。 このため,郵 政省及び通商

産業省工業技術院が保有す る試験研究に関す る諸数値デ ータ等基盤技術

に関す る情報 の収集,整 理,提 供を行 う。

カ.調 査

試験研究の推進に当た っては,広 く各分野 の技術開発動向等を把握す
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る必要がある。 このため,民 間におけ る基盤技術 に関す る試験研究の促

進に資す る調査を行 う。

3税 制 措 置

60年 度 の電気通信関連税制については,電 気通信事業法 等の施行に伴

い,電 気通信事業用 設備 の耐用年数の整 備等所要の措置が講 じられたほ

か,ニ ューメデ ィアの普及促進及び国際放送 の充実を図 るため,所 要の

改正が行われた。

第1-2-1表 電気通信事業用設備の耐用年数

1.線 路設備関係

種 類 陵 造又は用司 細 目 {耐 用年数

構築物 電気通信事業
用のもの

通 信ケーブル

光 フ ァイバ製の もの

その他 のもの

lo

l3

地中電線路 27

その他の線路設備 21

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

2.機 械設備関係

別表第一 による。

番 号 設備の種類 細 目 耐用年数

343

343の2

国内電気通信
事業用設備

国際電気通信
事業用設備

デ ィジタル交換設 備及 び電気通信処理設備 6

アナ ログ交換設 備 16

そ の他の設備 9

デ ィジタル交換設備及 び電気通信処理設備 6

アナログ交換設 備 16

そ の他の設備 7

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二による。



一28一 第1章 通信行政の新展開一高度情報社会を目指して一

(1)電 気通信事業法等の施行に伴 う措置

電電公社の経営形態の変更及び電気通信事業法の制定に伴い・第1-

2-1表 のとお り,電 気通信事業用設備の耐用年数が整備された。本耐

用年数は,第 一種及び第二種のすべての電気通信事業者について適用さ

れるものである。

また,第 一種電気通信事業に対する税制措置 として,工 事負担金で取

得 した固定資産等の圧縮記帳制度の対象となる事業の範囲に 「第一種電

気通信事業」が追加された。

この制度は,特 定の事業を営む法人が,そ の事業に必要な施設をその

施設に係る受益者から交付 された金銭等をもって取得 した場合に,一 定

の要件の下で,受 益者から交付された金銭等に相当する金額を損金に算

入することを認めるものである。 これにより,負 担金に対する課税が一

時に集中せず,そ の負担を平準化することが可能 となる。この制度は こ

れまでも電気事業,ガ ス事業,水 道事等業がその適用を受けている。

第1-2-2表 第一種電気通信事業者に対する税制措置の概要

区 別

国 税

地方税

措 置

工事負担金に係る圧縮記帳制度

固定資産税の課税標準の特例

事業所税の非課税措置

軽油引取税の課税免除

特別土地保有税の非課税措置

適 用

適 用

税負担 の激変緩和措 置 としてNTTが 承継
する償却資産 の うち基 幹的な設備につい

て5年 度分 に限 り課 税標 準が2分 の1と さ

れた。

NTT,KDDが 第一種電気通信事業の

用 に供する施設の うち,事 務所,研 究施設,
研修施設以外の施設について適用

公衆の通信の用 に供す る電気通信設備を
設置 し,管 理す る者が,そ の設備の電源の
用途 に供す るものについて適用

第一種電気通信事業の用に供する土地に
ついて適用
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今回の改正 は,第 一種 電気通信事業について も上記の事業 とのバ ラン

スを考慮 して措置 された ものであ り,今 後,新 規参入者が利用者 との間

に架空 ケーブル,引 込線路,地 下 ケーブル等 を設置す る場合において,

そ の負担を平準化す る効果が期待 され る。

このほか,第 一種電気通信事業に関係す る税制 の概要は,第1-2-

2表 の とお りである。

一方 ,第 二種 電気通信事業 に対す る税制措 置 として,中 小企業新技 術

体化投資促進 税制 の適用対象事業に 「通信業」が,適 用対象設備に 「デ

ィジタル交換 ・集線装置」が追加 された。

上記 の制度 は,中 小企業における,い わゆ るメカ トロニ クス機器等の

導入を促進す る観点か ら創設 された ものであ り,一 定 の要件 の下に,取

得価額 の30%相 当額 の特別償却又 は7%相 当額の税額控除 の選択適用を

認めるほか,リ ース資産の場 合において も,一 定の要件 の下に,リ ース

費用総額を基礎に計算 した金額(60%相 当額)の7%の 税額控除を認め

る ものであ る。

(2)ニ ュー メデ ィアの普及促進

ニュー メデ ィアの普及促進に関す る税制措置 として,特 定 の基金に対

す る負担金等 の損金算入 の特例の対象業務 の範囲に 「電気通信又 は情報

処理 の高度化に資す る業務 で,当 該高度化 を先行的に図 る必要 がある地

域 において行われ るもの」 が追加 された。

この制度は,個 人又は法人 が,長 期間にわた って使用 され,又 は運用

され る基金に係 る負担金等 で一定 の要件を具備す る ものを支出 した場合

に,そ の支 出 した金額について,支 出時に全額損金算入を認め るもので

あ る。

今回の改正 によって,テ レ トピア指定地域等において地方公共団体等

が 中心 とな って情報通信の高度化 のため の基金を設立す る場合,民 間の
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出掲者の法人税負担が軽減されることとな り,テ レトピア計画の推進に

当たって民間活力の一層の活用が期待 される。

このほかにも,前 述の中小企業新技術体化投資促進税制の適用対象設

備に 「衛星通信装置」が追加 された。

(3)国 際放送の充実

国際放送の充実を図るため,前 述の工事負担金で取得した固定資産等

の圧縮記帳制度の対象となる事業の範囲にrKDDが 行 う国際放送専用

施設の設置運営事業」が追加される と と もに,KDDが 日本放送協会

(以下rNHK」 とい う。)か ら交付される資金をもって60年4月1日 か

ら65年3月31日 までの間に取得する国際放送の用に供する一定の償却資

産(送 信施設,中 継設備及び電源設備並びにこれらに附帯する設備)に

ついて,固 定資産税の課税標準を2分 の1と する特例措置が 講 じ られ

た。

4技 術基準等の策定

高度化 ・多様化するニーズにこたえ,各 種通信システムの開発が行わ

れている。有線電気通信の分野では,イ ンテリジェン ト化 ・複合化 した

各種端末機器や通信処理機能等の処理機能を有する機器の開発が進めら

れている。また,多 様な機器のネッ トワークへの接続が一層増大すると

ともに,通 信の自由化に伴い複数の電気通信事業者間での網間接続が行

われるなど,接 続形態はこれまで以上に多様化の方向に進みつつある。

無線通信分野において も,高 度な機能を有する放送方式や新 しい移動通

信方式の開発が進められている。

このような状況の中で,資 源の有効な利用と利用者利便の向上を実現

するために,端 末機器,各 種システム相互間等における円滑な通信の確

保等が図られるよう,技 術基準等の策定が必要 となる。
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こ うした ことか ら通信分野において,こ れ までに,第1-2-3表 に

示す とお り技術基準等 が策定 されてい る。

現在,技 術基準等 として検討 されてい るもの と し て は,文 書,デ ー

タ,画 像等 の情報をVANやLAN等 の電気通信網の蓄積交 換機能 を利

用 して伝送す る電子 メール通信方式,電 話で話 し中に手書 きの描画 を リ

アル タイムで伝送す るテ レライテ ィング装置の通信方式や鮮明な映像を

可能 とす る高精細度テ レビジ ョン放送送信 方式等 がある。

技 術基準等 の策定を推進す るに当た っては,通 信サ ー ビスの提 供の確

実性が保証 され る こと,ネ ッ トワークや端 末の発展を促進す る ものであ

ること,よ りよい通信品質が確保 され ることな どの条件 を考慮す る必要

があ る。

第1-2-3表 通信分野における技術基準等の策定の動向

年 則 項 目

35年6月

36年6月

43年7月

54年2月

10月

55年11月

56年12月

57年9月

11月

58年5月

11月

59年12月

60年3月

6月

・テ レビジ ョン放送送信方 式

・市民 ラジオ

・超短波放送送信方 式

・自動車公衆無線電話通信

・ファクシ ミリG2機 通信方 式

・コン ピュータ ・コ ミュニケーシ ョン ・ネ ッ トワーク通信方式

・ファクシ ミリG3機 通信方 式

・MCA陸 上移動通信

・テ レビジ ョン音声多重放 送送信方 式

・テ レビジ ョン文字多重放送送 信方 式

・パー ソナル無線

・テ レビジ ョン放送(放 送衛星局)送 信方式

・テ レビジ ョン音声多重放送(放 送 衛星局)送 信方式

・日本語テ レテ ックス装置通信方式

・パ ーソナル ・コン ピュータ通信装 置通信方式

・ファクシ ミリG4機 通信方式

・ミクス トモ ー ド通信方式

・緊急警報 信号の送受信方式
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技術基 準等については,今 後 も利用者,電 気通信事業者を は じめ,国

民 各層 のほか外国関係者の意見 も十分に反映 し,時 宜を得た作業 を行 う

とともに,円 滑な国際通信 の実現に も向けて,国 際的な標準化活動 を尊

重 し,か つ,積 極的に貢献す ることが必要である。

5安 全性 ・信頼性対策の確立

(安全性 ・信頼性対策の必要性)

通信の高度化は,我 が国社会経済に多大な利便向上を もた らす とと も

に,通 信へ の依存度の増大 を伴 うものであ る。 そのため,い ったん,自

然 災害等に よ りシステ ムに障害が発生す ると,単 に通信が途絶す るのみ

な らず,国 民生活,企 業活動等,社 会のあ らゆる局面において重 大な影

響を及ぼす。59年11月16目 に発生 した世 田谷電話局 と う道 火災は,こ う

した社 会経済 の通信へ の依存度が極 めて高い ことを示 した。

さらに,こ のよ うなネ ッ トワークのハー ド面でのぜ い弱性に加 え,デ

ータベース化 の進 展に伴 い ,デ ータの漏えい等 ソフ ト面で のぜい 弱性 も

懸念 されつつあ り,安 全性 ・信頼性の確保に 向けて,よ り一層 の対策 を

図 ってい く必要がある。

(安全性 ・信頼性対策 の確立)

安全性 ・信頼性対策 としては,技 術的対策のほか,制 度的対策,保 険

に よるな どの対策が考え られる。

技術的対策には,地 震,風 水害等の 自然災害や 設備の故障等に対処す

る もの として,機 器,建 造物等 の強化や分散 化,回 線の多ル ー ト化,予

備機 の設置,ま た,利 用者等に よる犯罪や 不正行 為に対 処す るもの と し

て,デ ータの暗号化,ア クセス コソ トロール等があ る。

郵政省では,デ ータ通信 システ ムへの依 存度が極めて高 くなっている

ことか ら,デ ータ通信 システ ムの共同バ ックア ップ システ ムとして,デ
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一タ通信総合安全対策 システムの検討を現 在進 めている。

一方 ,制 度 的対策には,安 全性 ・信頼性の基準や評価制度の導入等 に

関す る法制度 の充実等があ る。現在,郵 政省ではデ ータ通信 ネ ッ トワー

クの安 全性 ・信頼性を確保す る上 での望 ま しい基準 として 「データ通信

ネ ッ トワ・一ク安全性 ・信頼性基準」及 び個 々のデ ータ通信 システ ムの通

信方式や安全性 ・信頼性に関する状況 を公開す る必要性が あるとい う観

点か ら 「情報通信ネ ッ トワーク登録規程」をそれぞれ告示 してい る。

今後 は,高 度情報化 の進展に伴い,事 故,災 害,犯 罪等に対す る社会

のぜい 弱化を回避す るため の安全性 ・信頼性対策の充実 を図る ことは,

ます ます重要 とな って くる。そのため,各 種 のネ ッ トワークに係 る推奨

的な安全性 ・信頼性基準 の策定,利 用者 が安心 して利用 で きるた めの保

険制度 の導入に関す る検討等総合的に安全性 ・信頼性対策 を推進 してい

くことが必要 であ る。

(世田谷電話局 と う道火災 とその対策)

世 田谷電話局付近の とう道 内で発生 した火災は,市 内 ケーブル及 び市

内中継 ケ ーブルを焼失 させ,こ れに よ り・加入電話8万9千 加入,公 衆

電話1千4百 個が不通にな った のをは じめ,大 規模 なデータ通信 システ

ムが機能停止に陥 った。事故に よる影響を最小限の もの とし,速 や かな

復旧を図 るた め,郵 政省 と電電公社では,応 急措置 として可搬 型無線機

の設置,通 信衛星の利用等 を,ま た復旧に向けて,昼 夜兼行の作 業に よ

るケープルの取替え,接 続等 の措置を講 じた。

この火災事故 を契機に,回 線 の2ル ー ト化対策 として 「異経路に よる

特定通信回線等 の設置」に関 して制度化が行われ るとともに,と う道の

管理 ・防火対策,予 備設備 の配 備の重要 さが更に認識 され,今 回施行 さ

れた電気通信事業法 の関連規則において も,こ れ らに関す る規定が盛 り

込 まれた。 このほか,ケ ーブルの難燃化対策,災 害発生時 の損害賠償の
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昼夜兼行で行われた復旧作業

在 り方,保 険制度の導入等が検討されている。

6通 信の高度化に向けて

(競争水準の向上を目指 して)

21世紀に向け高度情報社会を形成 してい くための基盤的役割を担 う電

気通信の高度化は,今 後,電 気通信事業分野において展開される競争の

水準をいかに高めてい くかに大 きくかかっている。

競争水準の向上は,事 業者 自身の責任と努力によることが基本である

が,国 の補完的役割 も重要である。本節で述べた各種の施策は,高 度情

報化への展望を明示 し,事 業者の競争力を高め,ま た,競 争の過程で生

ずるあつれきをでき得る限 り回避するためのものであ り,競 争水準の向

上を図る上で,今 後,一 定の役割を果た してい くものと期待される。
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(研究開発の推進)

研究開発を進めるには限 られた財源の中で,有 効かつ効率的 に行 うこ

とが望 ま しいn

郵政省 では,技 術開発 において重点を置 くべ き研究分野 ・課題等を 明

らかにす るため,電 気通信に関す る基 盤技術研究指針を策定 し,60年6

月に発表 した。同指針は,公 的に支援 す るのが適当な電気通信分野 の基

盤技術 の研究課題 と して,① マ ンマ シンイ ンタフ ェース技術,② 自動翻

訳 電話 システム,③ ソフ トウェア,④ 光通信基盤技術,⑤ 宇宙通信技

術,⑥ 生体機能の通信へ の応用,⑦ 新材料及 び新機 能素子,⑧ 新通信 メ

デ ィア,⑨ 電気通信の高度化,高 信頼化等に関す るその他の技術 を挙げ

てい る。

指針 は,広 く我が国電気通信分野における研究開発の効率化 ・高度化

に大 きな役割を果たす もの と期待 され る。

(通信の活動領域拡大 のために)

電気 通信 の高度化を図ってい くためには,競 争水準の 向上 と併 せて,

競争 が生み出す高度で多様 な通信 メデ ィアや サー ビスが,国 民に とって

真に身近 で有用な もの とな り,よ り広 範な分野,よ り多 くの局面で活用

される環境を整えてい くことが重要 とな る。

そのため,デ ータベ ースの充実,プ ライバ シーの保護,適 正な料金体

系 の確立等を図 ってい く必要が あるほか,新 しい通信 メデ ィアやサ ービ

スがそ の機能を充 分に発揮 し得 るよ う法 律 ・制度 の見直 しを行 うととも

に,効 率的 ・安定的な システムの構築や利用 に関す る助言を行い得る人

材 の育成を急 ぐ必要がある。

また,通 信 の高度化に当た っては,通 信 と人間 との調和が確保 され る

ことが重要で あ り,技 術偏重 のあま り,人 間性が疎外 され ることのない

よ う,社 会 の仕組み全体 の中に おけ る通信の在 り方について,幅 広 い視
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野からの配意が求められる。

電気通信は国民の共有財産であ り,そ の高度化は事業者・利用者・国

の三者が_体 となってはじめて達成されるものである。こうした中で・

国の基本的役割は,長 期的,総 合的な観点か ら事業者・利用者双方の利

益を国民的利益へと誘導することにあ り,常 に現状の的確な 把 握 に 努

め,高 度化の進展度合いに応 じた機動性,柔 軟性に富んだ施策の遂行が

必要である。
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第3節 地域社会の高度情報化とテレ トピア計画の推進

高度情報社会の実現に向けては,そ れぞれの地域社会がその特性を生

かしつつ,自 立的発展を遂げることが必 要 で あ る。通信は,経 済,社

会,家 庭等あらゆる局面で進展している情報化を支えるものであ り,地

域振興の面からも大 きな役割を果たすことが期待 されている。

1テ レ トピア計画の推進とモデル都市の指定

(テ レ トピア計画 の概要)

郵政省が推進 してい る未来型 コ ミュニケーシ ョンモデル都市構想(テ

レ トピア構想)は,地 域振興におけ る通信の重 要性 も踏 まえ,モ デル都

市に 様 々なニ ューメデ ィアを 導入 し,全 国的普及 の 拠点 とす るととも

に,そ の実用 的運用 を通 じて地域社会 に及ぼす効果や影響,問 題点の把

握等を行 うものである。

58年8月 にテ レトピア構想を提唱 した郵政 省では,次 い で,59年5月

に未来型 コ ミュニケーシ ョンモデル都市(以 下 「モデル都市」 とい う。)

構築 の全体像 を表す基本計画策定要領 を定めた。 これ を受け て59年9月

には,全 国52地 域(45都 道府県並 びに7政 令指定都市)か らモデル都市

構築へ 向けての基本計画が提出 された。

テ レ トピア計画 の推進 ス ケジ 凶一ルは,第1-3-1図 のとお りであ

る。

(モデル都市 の指定)

基本計画の提 出を受け,郵 政 省では,モ デル都市 の指定 に当た り,二

凸一メデ ィアに よる地域社会発展のモデル としてふ さわ しいこと(モ デ

ル性),ニ ューメデ ィアの 全国的普及 の拠点 と してふ さわ しいこ と(拠



第1-3-1図 テ レ トピア構想の推進スケジ ュール
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第1-3-2表 第1次 テレ トピア指定地域

指 定地域 … ピアタイ プ1指 定 地 域 テ レ トピア タ イ プ

札 幌 市

*帯 広 市

*米沢市 ・南陽

市 ・高畠町 ・
川西町

福 島 市

千 葉 市

横浜市(み な
とみ らい21事

業区域及び周
辺港湾地域)

*新 潟 市

金 沢 市

諏訪地域広域
市町村圏

静 岡 市

都市問題対策型
先端産業型
コ ミュニテ ィ ・タウン型

先進 農 業 型
コ ミ凸ニ テ ィ ・タ ウ ン型

コ ミュニテ ィ ・タウン型

先端産業型
先進農業型

コ ミュニ テ ィ ・タ ウ ン型

先進 農 業 型

観光 ・レ ク リェ ー シ ョン型

コ ミュ ニテ ィ ・タ ウ ン型

国 際 交 流型

研究 学 園型

新都心形成型
国際交流型
物流 ・商流型

都市問題対策型
コ ミュニティ ・タウン型

物流 ・商流型

コ ミュニ テ ィ ・タ ウ ン型

伝 統 地 域 産 業 型

観 光 ・レク リェ ー シ ョ ン型

先 端 産 業 型観 光
・レク リェ ー シ ョン型

コ ミュニ テ ィ ・タ ウ ン型

都市問題対策型
福祉 ・医療型
伝統地域産業型
コ ミュニテ ィ・タウン型

大阪市(大 阪
市南港 ・北港
地区)

御坊周辺広域
市町村圏 ・田
辺周辺広域市
町村圏

*松 江 市

*岡 山 市

*福 山 市

山口市 ・防府
市 ・小郡町

松山地方生活経済圏

熊本市 ・益城
町

大分市 ・別府
市

沖縄県全域

国際交流型
先端産業型
物流・商流型

先 進農 業 型

観 光 。レ ク リェ ー シ ョン型

観 光 ・レ ク リェ ー シ ョン型

研 究 学園 型

物 流 一商 流 型

観 光 ・レ ク リェ ー シ ョン型

伝統地域産業型
物 流 ・商流型
観光 ・レクリェーシ ョン型

コ ミュニテ ィ ・タウン型

先端産業型
物 流 ・商流型
福祉 ・医療型

コ ミ凶ニテ ィ ・タ ウン型

福祉 ・医療型
伝統地域産業型
先進農業 型

コ ミュ ニテ ィ 。タ ウン型

先 端 産業 型

観 光 ・レ ク リェー シ ョン型

先端産業 型
福祉 ・医療 型
観光 ・レク リェーシ ョン型

離島振興型

(注)*印 のつ いた地域は,基 本計画に若干未整備 な点はあ るが,全 体 としての熟度が

高いため,指 定に当たっての要件が整備 される ことを前提に,あ らか じめ指定 した

地域である。
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点性)を 基本 要件 とし,全 国的な分散配置,地 域の多様 性,計 画 の内

容,熟 度等 を精査 し,総 合的な見地か ら60年3月,第1-3-2表 のと

お り20地 域 を第1次 の 「テ レ トピア指定地域」 とした。

この うち6地 域については,基 本計画 に若干未整備な点 もあ るが・全

体 として熟度 が高いため,指 定 に当たっての要件が整備 され るこ とを前

提 にあ らか じめ指定 した ものである。

また,基 本計画の内容,推 進体制 の確立等の点 で,一 層充実 ・強化を

図 る必要性 の認め られ る 地域については,「 テ レ トピァ 整備推進地域」

とし,今 後各地域の整備状況を考慮 しつつ,テ レトピア指定地域 に指定

す ることとしてい る(第1-3-3表 参照)。

なお,60年 度末に予定 されてい る第2次 のモデル都市指定 に つ い て

は,60年9月 末現在,29地 域 か ら基本計画が提出 され てい る。 これ らに

つ いて も基本計画の内容を指定 基準 に基づ き精査 し,10地 域程度 を指定

す る こととしてい る。

第1-3-3表 テ レ トピア整備推進地域

一関市
,仙 台市,日 立市,福 井坂 井地区広域市町村圏,高 山市,豊 田市,田 辺 町 ・精

華町 ・木津町,岸 和 田市,神 戸市(ポ ー トアイ ラン ド及 び六 甲アイラン ド地 区),姫

路市,高 松市,久 留米市,長 崎市 ・大村市 ・福江市 ・対馬全町 ・五島全町,鹿 児島市

(モデル都市 と二 凸一 メデ ィァ)

モデル都市に指定 され た20地 域に導 入 され る通信 メデ ィア に つ い て

は,そ れぞれの地域 の特性が反 映 され た もの とな ってい る。

例えば,生 活関連情報や地域情報 の提供 サ ー ビスを 目的 とし,地 域住

民の生活の質を高め ようと した り,行 政サ ー ビ ス の 向 上,効 率 化,ま

た,地 域 コ ミュニテ ィの形成を 目指す コ ミュニテ ィ ・タウン型等 には,
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生活関連情報や防災情報の応答を行 う必要性が高い ことか ら双方 向CA

TVの 導入が多 くなってい る。

また,観 光振興 を 目的 と して観光情報 の伝達を行 った り,レ ク リェー

シ ョン施設の予約機能を充実 させ ることな どを 目指 す観光 ・レク リェー

シ ョン型等の地域 につ いては,観 光地等 の案 内 ・選択 に適 した通信 メデ

ィアである ビデオテ ックスの導入が多 くみ られ る。

さらに,先 端技術情報の集積 ・普及 を 目的 とす る技術情報 セ ンタ等 の

機能 を中核に,先 端技術 の高度化を推進す る地域等 につ いては,技 術情

報等の迅速かつ効率的な伝送 ・処理機 能を もつ データ通信の導入 が多 く

な っている。

2モ デル都市の建設に向けて

(テ レ トピアを 目指 して)

テ レトピア計画は,58年8月 の構想提唱以来約2年 を経過 し,指 定地

域 による実行計画作 りの段階にあ る。

60年6月 に提出 された事業計画を内容 とす る実行計画は,① 事業主体

の概要,② 設備計画,③ 資金計画,④ 設 備計画 ・資金計画の 年度別内

訳,⑤ 収支計画,の 各項 目が明確にな り,実 現へ向けて よ り具体的な も

の となってい る。

さらに,60年9月 には,シ ステ ム企 画を内容 とす る実行計画 が提 出さ

れた ところであ る。

(テ レ トピア実現 への支援)

指定地域に よるモデル都市構築への計画が進 め られ る中で,郵 政省に

おいて も,モ デル都市の実現 を支援す るため,① 国 の技術開発成果 の移

転,② 地域INS(デ ィジタル統合公衆網)や キ ャプテンサ ービス等 の

優先的導入,③ 地方電気通信監理局を中心 とした フ ォローア ップや,民
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間活力導入 のための体制作 り等,各 種の施策を講ず ることと してい る。

また・60年 度に,日 本開発銀行,北 海道東北開発公庫及 び沖縄 振興開

発金融公庫か らの融資 とい う金融上の措 置,及 びテ レトピア事業 を促進

す るための各種業務 を行 う公益法人へ民 間企業が出資 した場合 の税制上

の措置 が行われたほか,テ レ トピア事業 におけ る基盤技術 に関す る試験

研 究を促進す るため,基 盤技術研究促進 セ ンターか らの出資 の途が開か

れ た。

さらに,テ レ トピア計画 に対す る人的資源の確保,テ レ トピア計画運

用上 の コンサルテ ィング活動 を行 う体制 も必要であ る。そのため郵政省

ではそ の一環 として,財 団法人電気通信高度化協会 の設立 を許可 した。

同協 会では,モ デル都市指定 地域等 におけ るシステ ム構築,活 用 等に

ついて,幅 広 い支援 を行 うための調査研究,情 報の収集 ・提供,各 種 コ

ンサルテ ィング,人 材の養成等 を行 うこととしてい る。
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第4節 国際環境の変化と通信行政

我が国社会経済の国際化の進展に伴い,国 際社会における我が国の地

位は著 しく向上し,そ れに従って,そ の地位にふさわしい国際的責任を

果たす ことが求められつつある。また,将 来の国際環境をとらえると,

世界各国の政治経済等あらゆる面で相互依存関係が深まっていくものと

予想される。

通信は,時 間 と距離を超えた国際間の接触を可能にするものであ り,

国際間の相互理解,協 調を深める上で,今 後 ますます重要な役割を果た

すことになると考えられる。

他方,通 信 自体についても,経 済摩擦,通 信方式の標準化,南 北間の

情報格差等の国際的な諸問題が生 じてきてお り,先 進諸国 との関係調整

や開発途上国の社会 ・経済開発に対する国際協力といった課題が生 じて

きている。

1対 外経済問題への対応

電気通信は,そ の技術先導性,高 付加価値性のゆえに,今 後 の社会経

済 の発展において戦略的重要性を有す る ことか ら,先 進諸 国はそ の振興

のために各種 の施策 を講 じてい る。

フラソスの テ レマテ ィーク政策,EC諸 国共通の電気通信政策,米 国

のア メ リカ電話電信会社 の企業分割等が この典型的な ものであ る。

こ うした ことを背景に,電 気通信の分野においては,現 在,通 信機器

貿易,電 気通 信サ ー ビス市場へ の外資参入,越 境 データ流通(TDF)

とい った諸 問題 が発生 してい る。
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(1)通 信機器貿易問題

ア.NTT資 材調達問題

NTTの 資材調達については,56年1月 以来,ガ ット政府調達協定及

び日米政府間取決めに基づ き内外無差別の開放的な調達手続を採用 して

お り,こ の結果,NTTの 外国企業からの調達実績は56年度44億 円(う

ち米国38億 円),57年 度110億 円(同86億 円),58年 度348億 円(同312億

円),59年 度351億 円(同318億 円)と 増加している。

NTTで は,ガ ット政府調達協定及び日米政府間取決めに基づき内外

無差別を原則に,主 として公衆電気通信設備以外の電柱,車 両,オ フラ

イン用コンピュータ,事 務用物品等については最低価格応札者に落札す

る競争入札方式(ト ラヅク1),公 衆電気通信設備のうち既に 市販 され

ている製品又はその改造品については総合的に最も有利な提案を行 った

業者の製品を選定する方式(ト ラックH)及 び公衆電気通信設備の うち

市販製品がな く新たに開発を要する製品については共同開発パー トナー

を内外無差別に公募 し,開 発終了後はその業者か ら調達す る方式(ト ラ

ック皿)を 適用 して調達を行っている。

さらに,NTTは,外 国企業からの調達促進を図るため,英 語による

申請書の受付,外 国企業に対するセ ミナー等を行っている。

我が国としては,NTTの 外国企業の参入機会増大の努力について引

き続 き米国等の理解を求めていく考えであ り,郵 政省 として も,我 が国

の通信機器市場の一層の透明性を確保する観点から,外 国企業の参入機

会増大に引き続き努めるようNTTを 指導することとしている。

イ.電 気通信端末機器等の基準 ・認証

電気通信事業法の下では,こ れまで電電公社とKDDが 作成 していた

電気通信端末機器等の技術基準を国が定めることとし,こ れらの技術基

準適合認定についても国又は国が指定 した認定機関が行 うこととしてい



第4節 国際環境の変化と通信行政 一45一

る。

これに対し,米 国等から,こ の新たな基準 ・認証制度によって外国製

通信機器の取扱いと外国企業の参入が制約されるのではないかとの懸念

が表明された。

こうしたことを背景に,60年1月 末から6月 末までの間,日 米次官級

協議電気通信セクター会合(4回),端 末機器技術基準 日米専門家会合

及び電波法に関する日米専門家会合の各種会合を開催 して協議を行った

結果,電 気通信端末機器等の基準 ・認証については,内 外無差別の市場

開放を基本原則とした以下の措置を講ずることとした。

① 自己認証への移行

電気通信端末機器の技術基準適合認定に際しては,内 外を問わず,

申請者データを全面的に受け入れることとしたほか,認 定マークの自

己表示を認めた(60年4月 に実施)。

また,高 周波利用設備の うち,電 子 レンジについては,型 式指定に

代えて,60年 中に自己認証制度を導入することとしている。

② 規格基準の見直 し

電気通信端末機器の技術基準について,従 来の公衆電気通信法の下

での53項 目から21項目に削減 した(60年4月 及び7月 に実施)。

自動車電話,コ ー ドレス電話及びポケットベルの技術基準を見直す。

③ 認証手続の簡素化 ・迅速化

電気通信端末機器の接続を容易にするための技術基準適合認定につ

いて,対 象機器をアナログ電話網に接続される端末機器に限定せず,

ディジタル網等のネットワークに接続される端末機器 も含むすべての

端末機器に拡大 し,す べての端末機器の接続手続を簡素化 した(60年

4月 に実施)。

電気通信端末機器の技術基準適合認定について,書 類審査を原則と
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するほか,申 請書類の簡略化(提 出部数の削減,資 料項目の削減)及

び審査期間の明確i化(原 則として2か 月以内)を 図った(60年4月 に

実施)。

既に実施済みである電気通信端末機器技術基準適合認定の標準的な

事務処理期間(2か 月以内)を 指定認定機関の業務規程に 明 定 した

(60年8月 に実施)。

ウ.輸 入促進施策

我が国にとって,外 国製通信機器の輸入を図ることは,経 済摩擦の解

消に資することは もとより,通 信の高度化を図る上でも,ま た利用者で

ある国民の利便性向上を図る上において も好ましい結果を もた らす もの

と期待 される。

このため,通 信衛星を含む外国製通信機器の輸入を促進す る観 点 か

ら,60年 度において通信機器に関する日本輸出入銀行の製品輸入金融の

金利引下げが実現されたほか,通 信衛星の輸入に関し,同 行の長期低利

融資の適用が決定 された。また,電 子交換機等6品 目の通信機器につい

て関税を撤廃することとしている(61年 に実施予定)。

エ.市 場アクセス改善のためのアクション・プログラム

60年7月30日 に,政 府 ・与党対外経済対策推進本部は 「市場 アクセス

改善のためのアクション・プログラムの骨格」を決定 した。これに基づ

き郵政省では,市 場アクセスの改善を図 り,通 信機器貿易問題等の対外

経済問題を 総合的に 解決するため,「郵政省アクション・プログラムの

骨格」を独 自に策定 した。

(2)電 気通信サービス市場への参入

電気通信事業法の下では,新 たな者が電気通信事業に参入できる体制

をとっているが,こ れに関し,米 国等か ら外国企業の参入について も自

由にされたいとの 要望が 電気通信事業法の 立案 ・審議過程で 寄せ られ
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た。

電気通信は,社 会経済活動の存立基盤 を支え る神経系統 に相 当す る も

のであ り,サ ー ビスの適正 ・安定的な供給を図 ることが重 要であ るが,

他 方,多 様な通信需 要に応 じるためには,外 国企業の優れた技術や経営

を導入す ることも必要であ る。

我 が国 の電気通信サー ビスを開放的 な ものにす ると同時 にそ の活性化

を図 るた め,国 民経済 にお いて基幹的役割を果たす第一種 電気通信事業

については,外 資比率 が3分 の1未 満 であれば,こ れを認 めることと し

た。 また,第 二種電気通信事業は,利 用者の多様 な要 望にきめ細か く対

応す る事業であ り,内 外無差別の原則の下で競争 原理 が有効に働 くこと

が利用者 の利益 に もなることか ら,外 資規制を設 けない ことと した。

(3)越 境データ流通(TDF)問 題

コンピ ュー タに よって 自動的に 処理 され る データの 越境デ ータ流通

(TDF:TransborderDataFlows)は,企 業活動 の国際化,国 際データ

通信サー ビスの進展等の要 因によ り,近 年急速 に増大 してい る。

一方 ,各 国の政策の中には,プ ライバ シーデータ保護等,自 由な国際

間データ流通 を制約す るもの も存在 してお り,こ れ らを総合 的 に 調 整

し,円 滑 な国際間データ流通を維持,促 進す る ことが国際的な関心事 と

な っている。

この問題は,越 境 データ流通(TDF)問 題 と呼 ばれてお り,我 が国

にお いて も早 くか ら調査研究が行われている。

国際的には,OECD(経 済協力開発機構)に おいて,約10年 前か ら

活発な検討が行われ,そ の結果,1985年4月 の閣僚理事会 でデータの自

由流通 の原則を確i認す るrTDF宣 言」 が採択 された。

このTDF問 題は,今 後 の国際 ネ ットワークの在 り方,情 報通信産業

の発展,先 端技術 の振興等に も深 くかかわ る問題 として,ま す ますその
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重要性を増 してい くもの と考え られ る。

このため,我 が国 としては ,TDF問 題に対す る総合的 な調査 ・研究

体制を強化 し,諸 外国 との情報交換を十分に行 うとともに,OECD等

の活動に積極 的に参加 して い くこととしている。

2通 信をめぐる国際活動

(1)国 際標準化活動

通信方式 の国際標準化は,利 用者 の利 便性を大 きく向上 させ るぼか り

でな く,通 信機器,サ ー ビスの 自由な流通を促進 し,通 信 の高度化 に も

大 き く貢献す る ものであ る。

我が国は,そ の優れた技術力を生 か し,ITU(国 際電気通信 連合)

をは じめ とす る国際標準化活動 に一層 の貢献を行 うとともに,そ の活動

を積極的 に リー ドし,我 が国に対す る期待に こたえてい く必要 があ る。

ITUに おけ る 標準化活動は,CCIR(国 際無線通信 諮問委 員会)及

びCCITT(国 際電信 電話諮問委員会)で 進 め られてい る。CC]Rで は前

研 究期(1978年 ～1982年)に おいて,ス タジオ用デ ィジタルテ レビの符

号 化,衛 星を用 いた時刻信号及び標準周波数 の分配等の標 準化について

勧 告を行 った。CCITTで は前研究期(1981年 ～1984年)に おいて,フ

ァクシ ミリG4機,ビ デオテ ックス,メ ッセージ通信 システム,OSI(開

放型 システム間相互接続),ISDN,デ ィジタル伝送 方式等 の標準化につ

いて一部勧告を行 った。

なお,OSI等 に関 しては,ISOとCCITTと が連携 して 国際標準化活

動 を推進 して いる。

(2)国 際的政策協議

世界各国の社会 経済 の国際化が進展す る中で,電 気通信 の分野 におい

て も相互依存関係が深 ま りつつ あ り,近 年の電気通信 の急速な発展,将
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来 の成長性に適切 に対応 し得 る電気通信政策について,各 国間 で調整 し

国際的整合性を図る必要性が生 じて きてい る。

ア.OECD

OECDで は,従 来,情 報 ・コンピュ・一タ ・通信分野 の政策問題に関

す る意見交換,評 価 ・分析を行 う場 としてCSTP(科 学技術政策委員会)

の下に作業 部会を設けていたが,近 年 この分野の重要性が増 して きたた

め,1982年4月,作 業部会 を昇格 させて常設委 員会 と して情報 ・コンピ

ュータ ・通信政策委員会(ICCP)を 設置 した。

ICCPの 活動 内容は,TDFの 経済的 ・法的諸問題,コ ンピェータ社

会 のぜい弱性,電 気通信サー ビスの市場構造変化等 の広範 な分野 にわた

ってい る。

これ までの大 きな活動成果 としては,1980年 に勧告 「プライバ シー保

護 と個 人データの越 箋流通 に関す るガイ ドライ ン1を,1985年3月 には

デ ータの 自由流通の原則を確認 し,今 後 のTDF問 題の検討 の方 向性を

示すrTDF宣 言」を取 りまとめてお り,こ れ らは閣僚理事会 で採択の

後,公 表 された。

イ.二 国間電気通信定期協議

電気通信分野におけ る二国間の政策協議 の場 としては,現 在,我 が国

と英国,米 国,カ ナダ及び西独 のそれ ぞれの国 との間に定期協議が設け

られてお り,ま た,フ ランス との間で も設置について合意 した。

これ までに行われた定期協議 においては,主 として共通 の課 題及び関

心事項について意見 ・情報交換 が行われた。

57年6月,58年7月 に開催 された 日英定期協議 では,電 気通信事業体

の民営化及びOECD等 の国際機関について,ま た,59年6月 の 日米 電

気通信専 門家会議では,電 気通信分野におけ る規制緩和政策,ニ ュー メ

デ ィアの振興政策等について意 見及び情報の交換 が行われた。 さらに,
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60年5月 には,日 加電気通信定期協議
,日 独電気通信協議 がそれ ぞれ開

催 され,両 国の電気通信政策 につ いて意見交換が行われた。

電気 通信分野におけ る二 国間 の政策協議は,そ れ ぞれ の国の電気通信

政策 の策定に資す るばか りでな く,両 国の相 互理解 と友好関係の促進に

大 きく寄与す るものであ り,今 後 もこの よ うな協議 の充実を図 ってい く

こ とが必要であ る。

ウ.先 進 国テ レコム閣僚会議

我が国の呼びかけ によ り,60年5月22日,「 先進国 テL!コ ム閣僚会 議」

が開催 された。 この会議は,日 本,米 国,英 国,西 独,フ ランス及び カ

ナ ダの先進6か 国 の通信担当閣僚 級による国際会議 として世 界で初めて

実現 された ものであ り,筑 波 国際科学技術博覧会会場 とロン ドン,ワ シ

ン トンの会場を イ ンテルサ ッ ト衛 星回線 で結び,テ レビ会議形式 で行わ

れた6

会議 では,国 際間の相互理解 を深め る電気 通信 の役割 の重要性 につ い

訂!

先進国テレコム閣僚会諾
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て意見交換が行われ,電 気通信 メデ ィアの有効な活用 による国際社会へ

の貢献等について関係各国 の相互理解 を深 めることがで きた。

(3)国 際 協 力

ここでい う国際協力は,開 発途上国に対す る技術協力 と資金協 力か ら

な る経済協 力をい う。

現在,先 進 国 と開発途上 国 との間には電気通信 サー ビスの普及に大 き

な格差が生 じている。 また,多 くの開発途上 国では,電 気通信サー ビス

は都市部においてのみ享受可能 であ り,開 発途上 国の人 口の約8割 が住

む広大 なルーラル地域は,電 気通信 の恩恵に ほとん ど浴 していない現状

にあ る。

通信 イ ンフラス トラクチ ャーは,国 の社会経済発展に不可欠 の もので

あ るが,開 発途上国においては,こ の整備 ・拡充 が不十分であ る。

我が国は,通 信 の分野において世界の最高水準の技術力を有 してお り,

開発途上国に対 しこの分野で協 力を行 うことが求め られて いる。 このた

め,郵 政省は,通 信分野におけ る国際協力を積極的に推進 してい る とこ

ろである。

ア.国 際協力の概 要

国際協 力には,政 府ベースの ものと民間ベースの もの とがあ るが,政

府ベースの協力 であ る政府 開発援助(ODA)は,資 金協力及び技術協

力か らな る二圏 間協力 と国際機関へ の出資 ・拠 出に大 きく分け られ る。

イ.二 国間の資金協力

資金協力は,無 償資金協 力(返 済義務を課 さない資金供与)と 有償資

金協力(円 借 款:資 金を長期 ・低利で融資す る もの)と の二つに分け ら

れ る。

一般無償 の中で通信の 占め る割合は,59年 度についてみ ると,70億3

百万円で全体 の7.5%と な っている。
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一一方・ 円借款 の中で通信 の占める割合は,59年 度においては,387億

49百 万 円で全体 の6.9%と なってい る。

ウ.二 国間 の技術協 力

技術協 力は,開 発途上 国に対 して,技 術を普及 させ又はその国の技術

水準 を向上 させ るために 実施す る協 力を いい,政 府ベースの 技 術協力

は,主 と して国際協 力事業 団(JICA)を 通 じて実施 され る。JICAベ ー

スの技術協力の形態 としては次の ものがあ る。

① 専門家の派遣及 び研修員の受入れ

通信分野におけ る専 門家 の派遣については,59年 度は新規に95名

(プ ロジェク ト方式技術協力に よる派遣 を除 く。)を 派遣 した。

また,通 信分野 におけ る研修 員の受入れについては,59年 度の実績

で376名 である。

② 第三 国研修

第三 国研修 とは,特 定国の電気通信訓練 セ ンター等に近隣開発途上

国か ら研修員 を受け入れて実施す る研修に対 し,我 が国が専門家 の派

遣,研 修員 の滞在費負担等 の方法 によ り協力す るものであ る。

59年 度に通信分野で実施 した第三国研修は次の とお りであ る。

タイ(モ ンク ッ ト王工科大学:電 気通信技術)

フ ィジー(電 気通信訓練 セ ンター:電 気通信技 術)

メキシコ(電 気通信学 園:無 線伝送技 術)

ペル ー(電 気通信訓練 セ ンター:デ ィジタル通信技術)

ケニア(郵 電公社 中央訓練学校:マ イ ク 冒ウ ェーブ通信技術)

ABD(ア ジア ・太平洋 放送開発 研 究所:テ レビカメラと ビデオ

装置 による二 凶一ス取材 及び番 組制作)

③ 開発調査

開発調査 とは,開 発途上国の公共 的な開発計画 に対 し・専 門家及 び
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コンサルタ ン トか らなる調査 団を派遣 し,現 地におけ るデ ータ収集及

び国内における分析作業を通 じて開発計画 の推進に寄与す る計画 を策

定 し,報 告書を作成する もので,59年 度,通 信分野において実施 した

開発調査 は17件 で派遣人数は160名 である。

④ プロジェク ト方式技術協 力

プ ロジェク ト方式技術協 力 とは,特 定分野につ いて,研 修員の受入

れ,専 門家の派遣,機 材供与 の三形態の協 力を有機的 に関連付けて技

術協力を行 うものであ る。

59年 度の実績については次 の とお りであ る。

シ ンガポール(日 本 ・シンガポール ソフ トウェア技術研修セ ンタ

ー:ソ フ ト要員 の養成 ,国 家生産性庁:視 聴覚番

組の作成)

フ ィリピン(電 気通信訓練 セ ンター:保 守 ・運用要員 の養成)

パナマ(国 営教育テ レビ:番 組制作,ス タジオ技術及 び送信技術)

イ ン ドネシア(ラ ジオ ・テ レビジ ョン放送訓練 セ ンター:放 送要

員の訓練,放 送機器の運 用 ・保守管理)

パキス タン(中 央電気通信研究所:電 気通信 方式 及 び 機器 の 開

発)

ペル ー(電 気通信訓練セ ンター:電 気通信 ・放送要員 の養成)

エ.国 際機 関に対す る協力

我が国は,国 際連合 の専門機 関であるITU及 び地域的 電気通信機 関

であるAPT(ア ジア ・太平洋 電気通信共同体)が 行 う技術協力活動に

対 して協力を行 っている。

ITUで は,1982年 の全権委員会議 において,ITUの 今後 の技術協

力の在 り方を見直す とともに,広 く電気通信分野の南北 問題 を解決す る

ことを 目的 と して 「電気通信 の世界的発展のた めの独立国際委員会」を
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設立 した。同委員会 では5回 の会合を経た後,1985年1月,最 終報告書

をITU事 務総局長 に提出 した。

この報告書 は,開 発途上国援助 プログラムの中での電気通 信部 門の プ

ライオ リテ ィ向上,人 材開発,職 業訓練の強化,技 術移転 の促進等 を勧

告 してい るほか,緊 急に とるべ き措置 として,ITUの 技術協 力活動 を

補完す る電気 通信開発 センターの設立 を勧告 してい る。

この電気通信開発 セ ンターの設立に関す る勧告は,1985年7月 のIT

U第40会 期管理理事会において承認 された。

一方 ,APTの 設立 に 当た って,我 が国は,そ の中心的役 割 を 果 た

し,ま た分担 金の4割 を負担 してい るな ど,APTの 活動に対 して 指導

的な役割を果た して いる。

60年4月 には,我 が国はAPTと の共催 によ り 「つ くぽEXPO'85電

気通信セ ミナー1を 開催 し,高 度情報社会に 向けて の我が国 の動 向を域

内各 国に紹介 した。

オ.民 間 ベースの技術協力

NTT,KDD及 びNHKは,海 外 の電気通信事業体 との間 で技術協

力覚書等 を締結 し,こ れに基づ き,い わゆ る 「覚書交流」 を実施 してい

る。

例 えば,NTTは,中 国,タ イ,韓 国,マ レイ シア,シ ンガポール,

ス リ ・ランカ等 の事業体 との間で覚書 を締結 してお り,毎 年70名 前後の

職員 を受け入れてい る。

また,JTEC(財 団法 人海外 通信 ・放送 コンサルテ ィング協 力)は,

国際協 力事業 の一環 と して,海 外 通信計画 調査,海 外派遣専 門家の養成

及び研修員 の受入れを行 ってい る。

60年3月 には,ア ジア ・太平洋地域の開発途上 国に対す る技術協 力,

調査研究等 を主た る 目的 とす る財団法人 アジア電気通信技 術 協 力 機 構
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(ATO)が 設立 された。ATOは アジア ・太平洋地域 に対す る民間ベ

ースの協力の強化に大 きく貢献す るもの と期待 されてい る。

カ.開 発途上 国向けルー ラル電気通信 システム調査研究会

開発途上国に とって,人 口,面 積等において大 きな比重を 占め るルー

ラル地域 の開発 はそ の国の社会 ・経済発展に不可欠 であ り,ま た これ ら

地域の開発に果たす電気通信 の役割 も極めて重要 となって いる。 しか し

なが ら,開 発途上国 のル ーラル地域 におけ る電気通信 の開発 は,極 めて

立 ち遅れてい るのが現状で ある。 したが って,今 後 開発途上国か らの協

力要請 は,こ のル ーラル電気通信 システ ムに対す るものが中心に なって

くるもの と予想 され る。

郵政 省では,開 発途上国の ニーズに的確に対応 し,国 際協力の一層の

推進を図 るため,59年3月 に電気通信関係者,学 識経験者等 か ら な る

「開発途上国向けル ーラル電気通信 システムに関す る研究会」を設置 し,

ル ーラル地域に電気 通信 システムを導入す る際 の社会経済的及 び技術的

問題等につ いて検討 を進 めてい る。


